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本計画では、以下の用語の定義を使用する。 
 

用語 定義 

復原 長い年月の間に増改築や改造が行われている建造物を、改造の痕跡をもと

に、改造前の姿に戻す行為 

 

復元 当時の規模・構造・形式等により、遺跡の直上に歴史的建造物や施設・植

栽等を再現する行為 

 

修復 破損等の部分において、価値を損なわないために現状維持修復を原則に、対

象物の種類や状態を勘案しながら、機能や美しさを取り戻す行為であり、必

要に応じ補修復元や補強等を伴うもの 
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Ⅰ 計画策定の目的 

１. 計画策定の目的 

  本計画は、今後の都立庭園全体の保存活用の方策を示した計画である「東京都における文化

財庭園の保存活用計画（共通編）」を受けて、殿ヶ谷戸庭園（随冝
ず い ぎ

園
えん

）の保存活用計画として策

定するものである。 
  本計画は、殿ヶ谷戸庭園（随冝園）において、これまで保存や修復、復元等に取り組んでき

た成果を踏まえ、今後の保存、活用・運営、整備についての基本的な方針を示すことを目的と

して策定する。 
 
 
２.計画の実施 

本計画は、令和６年３月より実施する。 

 
 
３.計画の見直し 

本計画は、概ね 10年を目途に、状況を踏まえて、改定していくものである。 

 
 
 
 
※本計画では、以下の略称を使用する。 

正式名称 略称 
殿ヶ谷戸庭園（随冝園） 本園 
財団法人東京都公園協会 
平成 22（2010）年４月 11 日より公益財団法人東京都公園協会 

東京都公園協会 

 
 
 
 
 
  


